
 
    

     

 

給 水 装 置 再 開 栓 届 
 

伊方町水道事業給水条例第２２条第１項第４号の規定により、給水装置を再開栓したい

のでお届けいたします。 

 

再 開 栓 場 所 伊方町                     地区名（      ） 

再 開 栓 前 

使用者氏名  

※検 針 番 号  

※個 人 番 号  

再 開 栓 後 
（廃止時又は休止時と使用者

が異なる場合） 

使用者氏名 
ﾌﾘｶﾞﾅ                         

 

住   所 
〒   － 

※個 人 番 号  ※ 量水器の設置のみの場合 

再開栓後の納入方法 

口座（※口座振替納入届の提出を要する） 

集金（       地区  班） 

直接 

口  径     ㎜ 

桁  数     桁 

開始指針  

有効期限   年  月   日 

※ 量 水 器 の 口 径 
      ミリメートル 

番  号  

 

※ 再 開 栓 年 月 日 令和  年  月  日 

※ 再開栓時検針指示数        ㎥ 

 

※ 再開栓異動処理に関連する留意事項 

再開栓後 使用者調定開始年月  令和   年   月分 

 

                         令和   年   月   日 

伊 方 町 長 様 

 

                      届出者（ 本人 ・ 代理 ） 

 

住 所                   

 

                              氏 名                   

※の欄は、上水道係が記入 

量水器の口径 再開栓手数料 

量水器の設置

のみの場合 

（加入金） 

13ミリメートル 3,300円 16,500円 

20ミリメートル 4,840円 24,200円 

25ミリメートル 5,280円 26,400円 

30ミリメートル 9,900円 49,500円 

40ミリメートル 15,400円 77,000円 

50ミリメートル 66,000円 330,000円 

75ミリメートル 110,000円 550,000円 

□ 再開栓手数料 

□ 量水器の設置のみの場合（加入金） 

納 入 金 額 ￥         － 

納入年月日 

 

課 長 

第 21条関係 


